
（11月号）  

れで、当初は、会社の損  

L竺」金、本人の退職所得とい  
う扱いでよい、というような  

税務解説がなされていました。  

退職金制度廃止について  

国税庁の新しい姿勢  

l  

ています。賃金制度が能力・  

成果主義へと変化している巾  

で、退職金制度が基本給基準  

方式のままであることも原因  

です。さらに、従業月だけで  

は不公平、ということで投月  

退職金制度の廃止をする大会  

社も次々と生まれています。  

戦金の単純な廃止の場合  

も、給与上乗せ前払制へ  

の移行の場合も，廃止時にそ  

れまでの退職金相当彼をいっ  

たん清算しますから、社貞に  

は臨時収入が生じます。  

杜の事情で突然、臨時収  

入を受けることになった  

社員の側からみれば、一生に  

・－一度ともいえる退職金相当の  

収入が、単に給料賞与扱いと  

いうのでは課税の公平に失し  

すぎる、と思うでしょう。  

】  
ころが、国税庁はこの社  

会の流れに歯止めを掛け  匡  間遠支払をする予定の企  
業にとってはその支払は  

将来必ず現実となるものです  
から、これを事前に負債とし  

て捉え、決算書に計上しなけ  

ればなりません。計上が完全  

でない場合は、隠れ退職金債  

務があることになります。こ  

の考え方は人企業だけでなく  
中小企業にも要求される会剤一  
指針とされるようです。ただし、  

税務上は退職給与引当金は損  
金不算入です。  

だしました。昨年末に通達の  

改正をし、ごく最近は、その  

改正通達の解説のための「質  
疑応答事例」をホームページ  

で公表しだしました。   

国税庁の姿勢は、  

① 退職制度を充実させると   
きの打切り支給は歓迎する、  

壇）倒産しそうな会社が最悪   

事患に備えて退職金制度療   
止・打切り支給することは   
容認する、  

⑨ その他任意の制度廃止で   
は退職所得ではなく給与賞   

与課税とする、  

いうものです。  

税制度のなし崩しに耐え  
切れなかったのかとも思  

えますが、社会の流れに水を  

差すことは確実です。   

回 
れに関連して、退職給与  

想定を廃止し、企業年金  

もやめ、その分をいまの給科  

に上乗せする、あるいは40  

1K等の確定拠出・自己責任  

型にする、という企業内制度  

改革が大企業から湧き起こり、  

経済社会の新しい流れになっ  
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11月の税務メモ  

010月分源泉所得税の納付（特例適用   
者を除く）  

○所掲税予定納税額の滅顔中翁  
09月決算法人の確定申告  
○】8年3月決算法人の中間（予定）申告  
0所得税予定納税額の第Z細分納付  
○特射農兼所持者の予定納税  

010月分個人住民税特別徴収分の納付  

09月決算法人の確定申告  
018年3月決算法人の中間（予定）申告  

○や人事案税の第Z斯分納付  

★法人税予定納税額が10万円以下は申告省略です。  


